　静精協会第７０４２号　
令和７年１０月１６日　
所　属　長　様
一般社団法人静岡県精神保健福祉士協会

会　長　　菅原　小夜子

令和７年度静岡県精神保健福祉士協会　権利擁護研修

「一人ひとりの権利が守られる社会の実現に向けて」の開催について（依頼）
時下、益々御清栄のこととお喜び申し上げます。
日頃より当協会の活動に御理解と後協力をいただき感謝申し上げます。
精神障害者を取り巻く現状として、2023年東部地区精神科病院で起きた虐待事件や2025年県内２ヶ所の精神科病院の閉院。更には、障害福祉サービス事業所等においても同様の状況が起こっています。精神障害者に対する適切な理解がされていないことから、就労機会や居住確保の困難さ等、地域で暮らす権利自体も侵害されている状況は深刻さを増しています。

当協会は職能団体として、精神保健福祉士の使命でもあるクライエントの社会的復権・権利擁護を実現していくための方策を会員各位と共に考え、発信していく必要があるため本研修を開催します。
なお、本研修は各機関・事業所等の「虐待防止研修」として活用できる内容になっています。

つきましては、御多忙のところ恐縮ではございますが、関係職員の研修参加に御配慮いただけますようお願い申し上げます。
記
１　事業名　　 令和７年度　静岡県精神保健福祉士協会　権利擁護
２　日　　時　　 令和７年11月28日（金）　10:00～16:30
３　会　　場　　 アイセル21静岡市生涯学習センター　大ホール（静岡市葵区草深町３番18号）
４　内　　容
　別紙「プログラム」及び「チラシ」参照
５　参加費
　1,000円（午前のみ、午後のみ参加の場合も左記金額）
７　申込方法
　別紙「案内チラシ」QRコードより申込み
８　添付資料
（１）開催要領、（２）プログラム、（３）案内チラシ
54－1368
問い合わせ先：一般社団法人静岡県精神保健福祉士協会事務局
〒420-0856   静岡市葵区駿府町1-70
静岡県総合社会福祉会館シズウエル４F
電話：054-293-7117  FAX：054-293-7118
Ｅ-mail：shizuokapsw.n@gmail.com
